
総社市部活動地域移行推進計画

令和５年８月
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１．仲間と励ましあい、高めあう子ども

 「中学校」という単位をベースとし、同じ地域に住む、同年代の仲間と励ましあ
い、思いやり、助け合いながら、目標に向かって取り組める環境を創る。

２．自ら考え、行動する子ども

 生徒が「やりたい」スポーツ・文化芸術活動を自ら主体的に考えて選択できるよ
う、スポーツ・文化芸術環境を整備する。

 アスリートの招聘、大学との連携協力など、新しい経験の場を提供することによ
り、将来のことを考える機会を創る。

３．諦めず、挑戦する子ども

 自ら選択したスポーツ・文化芸術活動を、困難に打ち勝ち、諦めずに挑戦を続け
られる環境を整備する。

総社市が目指す地域移行の姿



【段階的な地域移行の進め方】
〇昨年の子ども議会や各中学校での意見交換時に、生徒から、「今の部活動のメンバーで活動したい」、「指導者が見つからないと活動
できなくなってしまわないか不安」、「どのような人が指導者になるのか不安」などの意見があった。
〇そのため、①東中・西中は各校ごとに、昭和中と総社中は合同して、地域クラブ化（一部の種目は、全市内で１つのクラブとする。）

②指導者が確保できている等の要件を設け、要件を満たしたクラブから段階的に地域
クラブ化することとし、具体的には以下の４段階で進めていく。

地域移行の進め方・スケジュール

１．学校部活動と地域クラブ活動のちがい

運営主体
（設置者）

指導者 参加者 経費負担 活動日数 活動場所 大会参加

学校部活動 学校
教員

※一部、外部指導者
所属校生徒のみ

公費
※一部保護者

週４～５日
平日２時間

休日３時間程度

各中学校、市スポー
ツ、文化施設

学校単位、種目に
よっては合同で参加

総社市の目指す
地域クラブ活動

団体
※当面は市

外部指導者
※希望する教員含む

クラブによる
※複数校の場合あり

保護者
※一部公費

学校部活動に準
じて実施

各中学校、市スポー
ツ、文化施設

大会規定による

２．進め方
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〇少子化により、活動に必要
な人数が確保できなくなる部
活動がある。
〇合同部活動を実施し、人数
の確保を図る。

２．指導者の資質向上
〇生徒の活動時間が限られた中
で、指導者は短時間で効率的
な指導を行える必要がある。
〇論理的な指導方法や、科学的
知見に基づいた専門的な指導
などに関する研修を実施する。

〇以下の要件に合致したクラ
ブを地域移行する。
①指導者が確保できている
②大会・コンクール等の規定が
競技団体で整備されている
③生徒・保護者に十分に説明さ
れている

第１段階：活動人数の確保

第２段階：指導者の確保

第３段階：地域クラブ化

総社中
昭和中

東中
西中

〇子ども一人一人が自分にあったスポーツ・文化的活動を選択でき、生涯にわたって活動に親しむことができる環境をつ
くるとともに、教員の学校部活動等の指導に要する負担を軽減するため、学校部活動の地域移行を段階的に進める。

※休日のみ地域移行する場合、平日も
含めて地域移行する場合の双方があ
りえる。

全ての部活動において、
令和５年度までに開始済み

令和5年度から開始し、令和７年度までに全てのクラブを地域移行する

必要な種目について、順次、
合同部活動を開始

令和５年度から開始
可能な部活動は先行的に開始
し、令和７年度から本格実施

１．外部指導者の増員
〇教員の長時間労働の要因と
なっており、指導へ負担を感
じている教員がいる。
〇学校部活動が担ってきた教育
的意義に沿って指導ができる
指導者を確保する。



総社市が取り組むこと

１．推進体制の確立

（１）部活動地域移行推進協議会の設置
子ども一人一人にあったスポーツ・文化

環境を整備するため、協議会を設置し、関
係者で課題を共有し解決策の検討を進める。

（２）関係者との協力の推進
取組状況を広く知ってもらうた

め、ＨＰ等による情報発信、関係
者との意見交換を実施

２．指導者の確保

（１）外部指導者の確保
〇スポーツ・文化団体や大学と協議し指導
者の確保に努める。

〇昨年１０月から開始した公募について、
継続して実施

〇指導者選考委員会を開催

（２）教員等の兼職兼業
〇兼職兼業等の規定等を整備
〇教員に調査やヒアリングを
実施し課題を把握。

３．指導者の資質向上

〇論理的な指導方法や正しく安全な運動
指導について研修を実施

〇総社市が主催する研修の計画や研修内
容を定める
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子ども本位
の地域移行

４．モデルとなる地域クラブの創設

〇令和５年度中に、総社中・昭和中
のバスケットボール部（男・女）
を地域クラブ化

〇成果と課題を検証し、他のクラブ
でも地域クラブ化を進める。



学生
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地域移行の推進に向けた関係機関との連携体制

部活動地域移行推進協議会
（全体調整や方向性を協議）

地域クラブ運営者
（当面は部活動地域移行推進室）

総
社
・
昭
和
中
学
区

バ
ス
ケ
ク
ラ
ブ

西
中
学
区

美
術
ク
ラ
ブ

東
中
学
区

卓
球
ク
ラ
ブ

全
市
学
区

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ

など

１．指導者関係事業

２．クラブ運営事業

指導者
公募

指導者
選考委員会

中学校

生徒

教員

所属

兼職兼業

施設の利用

大学

指導者等
派遣

委託

開催

スポーツ・
文化団体

指導者

指導者

施設の利用

指導者
研修の開催


